
（別添１） 

保有個人情報に関する判断基準（手続規程第２条第２号関係） 
  参考（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５９号。以下「基本法」という。基本法第２条第３項関係） 
 
第１ 個人情報（規程第２条第１号） 

参考（基本法第２条第２項） 
 
 １ 個人情報の定義 

「個人情報」とは 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）をいう（規程第２条第１号） 
参考（基本法第２条第２項）。 

 
２「個人情報」についての考え方 
（１）「個人に関する情報」 

「個人に関する情報」とは、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、 
個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する 
情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。 

（２）「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

すことができるもの」 
「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付され

た番号その他の符号等をいう。映像や音声も、それによって特定の個人を識別

することができる限りにおいて「その他の記述等」に含まれる。 
「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報の本人である特定の

個人が誰であるかを識別することができることをいう。 
（３）「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む」 
法の対象とする個人情報は、当該情報そのものから本人が識別されるもので

あることが原則である。しかしながら、当該情報のみでは特定の個人を識別で

きない場合であっても、他の情報と照合することにより特定の個人を識別する

ことができる場合は対象とすることが適当である。 
照合の対象となる「他の情報」には、その保有者が他の機関である場合も含

まれ、また、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど
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一般人が通常入手し得る情報が含まれる。特別の調査をすれば入手し得るかも

しれないような情報については、通例は「他の情報」には含めて考える必要は

ないものと考えられる。しかし、事案によっては、個人の権利利益を保護する

観点からは、個人情報の取扱いに当たって、より慎重な判断が求められる場合

がある。理事長は、当該個人を識別するために実施可能と考えられる手段につ

いて、その手段を実施するものと考えられる人物が誰であるか等をも視野に入

れつつ、合理的な範囲で考慮することが適当である。 
なお、研究所の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律

（昭和６３年法律第９５号）では「法人その他の団体に関して記録された情報

に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報」を個人情報の定義から

除外しているが、法では除外していない。これは、基本法における個人情報の

定義（第２条第１項）でも除外されていないため、これと整合を取り、保護の

範囲を拡大したものである。 
 
第２ 保有個人情報（規程第２条第２号）参考（基本法第２条第３項） 
    
 １ 保有個人情報の定義 

「保有個人情報」とは、研究所の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であっ

て、独立行政法人国立健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）の職員が組織的に

利用するものとして、研究所が保有しているものをいう（規程第２条第２号本文） 
参考（基本法第２条第３項本文）。 
ただし、法人文書（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報

公開法」という。）第２条第２項に規定する法人文書をいう。以下同じ。）に記録されて

いるものに限る（規程第２条第２号ただし書） 
参考（法第２条第３項ただし書）。 

 
２ 「保有個人情報」についての考え方 

法では、独立行政法人における個人情報の取扱いに関する規律及び本人からの開示、

訂正、利用停止の請求の対象を「保有個人情報」としている。保有個人情報の要件は、

基本的に情報公開法における法人文書の定義と整合性が取れるようにしている。 
（１）「研究所の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、研究所の職員が

組織的に利用するものとして、研究所が保有しているもの」 
「研究所の職員が職務上作成し、又は取得した」とは、研究所の職員が当該職員

に割り当てられた仕事を遂行する立場で、すなわち公的立場において作成し、又は

取得したことをいう。 
「組織的に利用する」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものでは
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なく、組織の業務上必要な情報として利用されることをいう。 
「研究所が保有している」とは、情報公開法における法人文書の保有の概念と同

様である。すなわち、当該個人情報について事実上支配している（当該個人情報の

利用、提供、廃棄等の取扱いについて判断する権限を有している）状態をいう。し

たがって、例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫等で保管し、又は倉庫業

者等をして保管させている場合は含まれるが、民間事業者が管理するデータベース

を利用する場合は含まれない。 
（２）「法人文書に記録されているものに限る。」 

個人情報には、紙等の媒体に記録されたものと、そうでないもの（口頭によるも

の等）があるが、法の規律を安定的に運用するためには、個人情報が記録されてい

る媒体がある程度固定されている必要があり、文書、図画、電磁的記録等何らかの

媒体に記録されていることを前提とした。その上で、情報公開法との整合性を確保

する観点から、法人文書に記録されているものに限ることとした（法人文書の定義

については、研究所が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査

基準の別添１の２と同様に取り扱うものとする。）。したがって、職員が単に記憶し

ているにすぎない個人情報は、保有個人情報に該当しない。また、情報公開法は、

官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として

発行されるもの等を法人文書の定義から除いているが、これらに記録されている個

人情報も、保有個人情報に該当しないことになる。 
 


